
様式第1号(市民活動団体提案事業)

令和5年度募集国分寺市提案型瘍働事業「提案書j

国分寺市
-5,11-2

収受

令和5年11月2日

国分寺市長殿

団体の所在地 国分寺ポ泉町3-33-16西国分寺ハイツ101

団体名 Npo法人ワーカーズ風ぐるま

代表者氏名杉浦真

次のとおり提案します。なお, 会員名簿*担当者連絡先を除き公開を承諾します。

1提案事業名

2事業実施期間

3提案事業予算

集団が苦手な子どもたちと保護者や家族のための支援事業

(適合すろ, 市の施策または事務事業：発達相談の支援・速携強化)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

602,000円

4提案事業概要

(事業目的, 内容等を

400字以内でご記入

くださレ、。この欄の

記載内容は, ホーム

べ…ジ等で公表し

ます。)

r箱達障害」という言葉に振り回されてどこに相談していいのかわから

ず孤立している子どもと保護者や家族の伴走者となり、相談につなげ

る。学校や園で集団になじめないなどの悩みを抱える子どもの多くは、

発達障書と見分けがつかない症状を示しているカニ、子どもが個々に自由

に好きなことができる空間をつくり、障害のあるなしに関わらず、その

子のできることを受け入れる機会をつくることが必要である。保護者や

家族も気兼ねなく雑談ができて、子育ての不安感を和らげることができ

る居場所を作り、子育てしやすいまちづくりをめざす。

子どもとの関わり方を考えたり、先輩保護者の体験談を聞いたり、地域

の社会資源を知ることができる講座を開き、保護者が子育ての不安や悩

みを解消することで、子どもが成人するまで安心して暮らせる環境をつ

くる。

地域で子ども達の特性を受け入れて見守ることができる人材を増やす。

相談員との連携を図り、市民の生活改善につなげる。

口企画書(2号様式) □会員名簿

5添付書類
□収支予算書(3号様式)
□団{̶要書(4号様式)
□定款又は規約

□予算.決算関係書類
□法人市民税納税証明書
□その他( )



様式第2号(市民活動団体提案事業)

団体名Npo法人ワーカーズ風ぐるま

1提案事業名

2事業の目的

(解決すべき社会

問題・地域課題,

事業の意義や必要

性について)

3事業の内容

(事業の目的を達

成するために何を

する力ぐ

集団が苦手な子どもたちと保護者や家族のための支援事業

風ぐるまの子育て支援を利用する子育て中の保護者から、0歳～3歳まで

の親子が利用できる親子ひろばが、子どもが自由に遊べて、子育ての相談

もできる居場所になっているが、4歳以上になると児童館などの子どもの

居場所を利用することが多くなる力S 、公共施設の中では集団が苦手な子ど

もが自由に過ごせる場所が少ない、という声がある。集団が苦手な子ども

にとってはひとりで静かに過ごせろ環境が必要である。市が発行している

「子どもの居場所づくりハンドプック」には、子どもの居場所として求め

られる機能の中の静かにすごせる居場所として、公共施設では図書館、そ

の他の施設では祖父母の家と記載されているが、図書館や祖父母の家以外

に利用できる居場所が必要である。また、3歳児健診で、発達に問題があ

ると指摘されると不安になりどこかに相談したいがどうすればいいか迷

ってしまう、という保護者からの相談がある。市の総合ピジョンでは、子

どもに関する相談場所の認知度は令和元年で90. 2%あるが、自分が子育

てで困ったり悩んだりしていて実際に相談しようと思っても自分の事例

が相談するほどのことでもないような気がして二の足を踏んでいたり、相

談ができたとしてもその後の専門家や子育て支援事業や、療育施設とのつ

ながりがもてなかったり、うまくつながったとしても親や家族が自分の子

どもの状況を受け入れられないために、それぞれの関係機関の連携がうま

くいかず、子どもの年齢が進むにつれて支援の継続性がないため、悩みや

困った感が解消されないままになってしまうことがある。市の施策とし

て、乳幼児健診や発達相談、学童期には教育相談などがあるが、それぞれ

の担当窓口が違うことで継続的な支援が難しい現状をなくすためには、18

歳までの一貫した支援の継続が必要である。このような状況の中、まずは

子どもがひとりで静かに過ごせる環境があり、保護者が日頃から気軽に雑

談ができ、子どもたちも障がいのあるなしに関わらず自由に過ごせる居場

所の必要性を感じている。そして居場所で出会う地城の人たちが子どもた

ちの特性を知って、保護者や家族が育てにくさを地域の人たちに受け入れ

てもらえていると感じれば相談しやすくなり、子育てしやすい環境づくり

ができる。

市民にとって、相談事業が、誰もが必要な時に必要な支援をうけられる体

制になるために、相談員が身近な存在になり、地域の現状の情報共有をは

かり、市民のニーズに応える機会が増えることが望ましい。

保育園や幼稚園、学校や学童など、大人数の場になじめない、集団が苦手

な子どもたちが個々に自由にすきなことができる居場所を提供する。なる

べく一人になる空間を確保し、子ども自身がやりたいことを決めて、自分

でスケジュールを決めて過ごすことができる、子どもによる子どものため

の空間をつくる。子どもにとって、その子の特性を理解している地城の人

が見守る中で、地域のなかでいろいろな人に出会うことで家族以外のつな

がりをつくることができ成長していくことができる。

相談をするか迷っていたり、相談してもその後の関わりに悩んでいたりす

る保護者や家族にむけては、子育て経験のある先輩保護者や、既存の施設

などで子育て支援事業をしている人たちの話を聞いて、自分の子どもとの



4事業計画

(事業の実施スケ

、ジ�づレ�

向き合い方を知ることで、4歳～18歳までの継続的な子育ての未来図を描

くことができるような講座を開き、子育てに対する不安感を和らげる機会

をつくる。講座の参加者は、この講座をきっかけとして、子育てに協力し

たいと考えている地域のいろいろな人とつながり、自分の子育ての不安や

困りごとを抱え込まないようにする。

地域の人も子育ての伴走者として関わり続けることができる体制をつく

り、相談事業への橋渡しやその後の支援へのつながりを見守る。

1,子どもの居場所

6月から毎月土曜2回X10ケ月一20回、10時～16時

にわには(東元町の居場所)レンタルルームで実施

事前予約制

利用している時間に何をするかは子ども自身が決めて過ごす。

必要な道具などは各自で用意して持ってきてもらう。

子どもの数に応じてポランテイアを起用。

2, 「ゆるいく講座」の実施

参加者は主に保護者と家族

.自己紹介と困っていることなどのフリートータ

.子どもの発達、発達障害について

.子どもへの接し方、発達障害を疑う前にやること、生活の見直しなど

・相談事業、っくしんぼや支援団体の情報提供

.今後にむけてのフリートータ

5回とも土曜午前中2時間、その間の子どもは居場所で過ごす。

毎回、市の相談員にも参加してもらう。

4月～5月話をしてくれる先輩保護者(ペアレントメンター)や支援

者・相談員の選定

講座の日程決め

広報(チラシ作成、市報やホームページ等掲載)

講座実施

6月

7月 41月

年度末に活動の振り返りとまとめを報告書として作成するC

5目標値

(事業期間で達

成する目標)

6事業の対象

(地城, 具体的対

象者, 対象総人数

等)

子どもの居場所利用者5名X20回延べ100名

ゆるいく講座の参加者10名X 5回一50名

発達相談事業の令和6年度の目標値220件

市内全城の、学校や園で集団行動ができない4歳～18歳の子ども

4歳～18歳の子どもの発達に不安を感じている保護者や家族

市の発達相談や教育相談で相談中の保護者や家族



7事業の実施場

所

8役割分担

(具体的に)

子どもの居場所

ゆるいく講座.

.東元町の居場所「にわには」

市内の公共施設

<提案団体が担う役割>

子どもの居場所の確保、見まもりスタッフの確保

講座の企画と実施、話し手の選定、参加者募集

相談員との情報交換

<市が担う役割>

広報(市報やホームページなど)講座の会場の確保

担当職員、相談員の講座参加と居場所見学

9目標が達成さ

れた状態

集団が苦手な子どもが自分の得意なことをみつけ、生き生きと生活できる

ようになること。保譲者や家族が、地域の人がその子の特性を理解し見守

ってくれることで、自分の生きづらさを受け入れてくれている伴走者がい

るという安心感ができ、気軽に相談ができ、社会で子どもを育てる、とレ、

うことがあたりまえになること。

子どもたちに自己肯定感があり、まわりの大人とも関わりを持つことで、

思春期になっても、不登校やひきこもりなどの生きづらさを感じることが

少なくなってくること。

年齢や障害のあるなしに関わらず、いろいろな人がいることができる公的

な常設の居場所が増えること。

10市と協働する

意義及び必要性,

協働による相乗

効果

当事者の声なき声をすくい上げるために、団体のロコミだけでは広報力が

ないため、市と協働することにより、市報やホームページ等で広報するこ

とで、団体だけでは周知できない市民への情報伝達ができる。

公的な常設の居場所や相談できる場が、現在の親子ひろばのように、各小

学校区にひとつ以上できるくらい増えていくことで、自己負担なく多くの

市民が公平に利用できる。

子どもの発達についての情報や発達障害への理解がひろがり、子育てに不

安を感じている子育て世代の保護者や家族に子育てしやすい地城という認

識がうまれ、少子化対策の一助を担えるかもしれない。

市の職員や相談員を身近に感じる機会が増えれば、相談事業に対しての市

民の理解がひろがり、相談窓口が利用しやすくなり、相談後の関係機関と

の連携の強化が期待できる。



11事業実施後の

展開(成果の活用

方法又は, 提案団

体の自主的な活動

展開等)

継続的に常設の子どもの居場所と保護者や家族が気軽に雑談できる場所の

運営ができるようにする。当事者に伴走して継続的に見守る人材を増やす。

当事者がピアサポートとして運営に関わってくれるようになる。相談員が

身近な存在になり、市民が誰でも利用や相談がしやすくなる相談窓口にな

り、必要な時に必要な支援がうけられる体制が拡がる。教育の分野でのイ

ンタルーシプ教育の推進と並行して福祉の分野でも地城でのインクルーシ

プな居場所を増やす。発達障害だけではない目に見えない障害(知的障害・

高次脳機能障害)についても、市民にむけて、障害のことをよく知らない

ためにおこる誤解による差別や偏見をなくし、理解推進のための講座の実

施や、当事者たちの居住支援や就労支援へつなげる。
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様式第4号(市民活動団体提案事業)

団体の名称

団体概要書

(フリカ"ナ)ェヌピーオーホウジンワーカーズカザグルマ

NPO法人ワーカーズ風ぐるま

所在地

設立年月日

会員の状況

〒185 0024

活動目的

国分寺市泉町3 33-16 101

2004年 4月

年会費

年会費

3,000円

1 口 1,000円

正会員数 27人・ 0団体

(内国分寺市民27 人)

賛助会員数 0人

0団体

市民によるたすけあいの理念に基づき、子どもからお年寄りまで生活の支援

を必要とする市民に対して、保育.家事.介助.介護等の支援等の活動を行

い、地城福祉の増進と、誰もが主体的に生活できるまちづくりに寄与する。

ひとりひとりの生活技術や技能を提供しながら、自らの生活を自分で決めて

いく自立の精神を大切にして、障害のあるなしの区別なく関わりあって暮ら

せるまちづくりに貢献する。

活動内容*活動実績

(既に協働による委託

事業等の実績がある

場合には, 委託事業

名, 委託契約先名,

委託時期を記入して

下さい。)

・� ̶J��<- ̶ y

.自立援助サーピス「AGTつながるケア」(独自事業)平成16年5月～

.西恋ケ僅親子ひろば事業(国分寺市協働)平成19年7月～平成24年3月

.障害児、年齢枠を超えた子育て支援事業(国分寺市協働)平成21年4月

～24年3月

.育児支援家庭訪問事業(国分寺市)平成23年11月～

,ひとり親家庭ホームヘルプサーピス事業、平成23年11月～

.だれでもサロン「ひだまり」(独自事業)平成24年4月～平成26年3月

・障害者等日中一時支援事業(国分キ市)平成24年4月～

.子育て仏場ぶらんこ国分寺(生活タラプ生協)平成29年12月～

・訪問介護事業(東京都)平成30年5月～

.障害者等移動支援事業(国分寺市)令和3年4月～

https://kazaguruma9696. jimdofree. corn

担当者連絡先



特定非営利活動法人ワ…カーズ風ぐるま定款

第1章総Ml]

第1条(名称)

この法人は、特定非営利活動法人ワーカーズ風ぐるまとンカ。

第2条(事務所)

この法人は、主たる事務所を東京都国分き市に置く。

第3条(目的)

この法人は、市民によるたすけあいの理念に基づき、子どもからお年寄りまで生活の支援を必要とする

市民に対して、保育'家事・介助・介護等の支援等の活動を行い、地域福祉の増進と誰もが主体的に

生活できるまちづくりに寄与することを目的とする。

第4条(特定非営利活動の種類)

(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動

(2)子どもの健全育成を図る活動

(3)まちづくりの推進を図る活動

(4)社会教育の推進を図る活動

(5)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

(6)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

第5条(事業の種類)

この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る次の事業を行う。

(1)家事及び育児等、自立援助に係る事業

(2)一時預り、親子ひろば等、子育て叉援に係る事業

(3)非常時の経済支援に係る事業

(4)障害者等日中時間預り事業

(5)地域福祉に係る人材養成を図る事業

(6)異世代交流事業

ひ)介護保険法に基づく訪問介護事業

(の介護保険法に基づく第1号訪問事業

(9)介護保険法に基づく居宅サーピス事業

(1の介護保険法に基づく介護モ防サーピス事業

(11)介護保険法に基づく居宅介護支援事業

第2章会員

第6条(種別)

この法人の会員は、次の2種とし正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員

とする。

(1)正会員この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体



第14条(職務)

理事長は、この法人を代表しその業務を給理する。

2副理事長は、理事長を捕佐し理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじ

め指名した順序によって、その職務を代行する。

3理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務を

執行する。

4監事は、次に掲げる職務を行う。

(1)理事の業務執行の状況を監査すること

(2)この法人の財産の状況を監査すること

(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは

定款に違反する重大な事実力液ることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告する

こと

(4)前号の報告をするための必要がある場合には、総会を招集すること

(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること

第15条(任期等)

役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。

2捕欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期

間とする。

3役員は、辞任又は任期満『後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければなら

なレ、。

第16条(欠員補充)

理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを捕充しなければな

らない。

第17条(解任)

役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。

(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えなk 、と認められるとき。

(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

2前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければ

ならない。

第18条(報酬等)

役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができろ。

3前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第4章会議

第19条(種別)

この法人の会議は、総会及び理事会の2種類とするC

2総会は、通常総会及び臨時総会とすろ。

第20条(総会の構成)

総会は、正会員をもって構成する。



(2)

っては、その数を付記すること)

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任に閲する事項

2議事録には、議長及び総会において選任された議事錄署名人2人が、記名押印又は署名しなけれぱ

ならない。

第29条(理事会の構成)

理事会は、理事をもって構成する。

第30条(理事会の権能)

理事会は、この定款に定める事項のほか、次の事項を議決する。

(1)総会に付議すべき事項

(2)総会の議決した事項の執行に関する事項

(3)その他総会の議決を要しなレ、業務の執行に関する事項

第31条(理事会の開催)

理事会は、次に掲げる場合に開催する。

(1)理事長が必要と認めたとき。

(2)理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったと

to

第32条(理事会の招集)

理事会は、理事長が招集する。

2理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなけ

ればならない。

3理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法に

より、開催日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

第33条(理事会の議長)

理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

第34条(理事会の議決)

理事会における議決事項は、第32条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2理事会の議事は、理事の総数の過半数をもって決し可否同数のときは、議長の決するところによる。

第35条(理事会での表決権等)

各理事の表決権は、平等なものとする。

2やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又

は電磁的方法をもって表決することができる。

3前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものと

みなす。

4理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができなレ、。

第36条(理事会の議事録)

理事会の議事につン、ては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならなレ\

(1)日時及び場所

(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)



予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は変更をする

こと力《でぎる。

第46条(事業報告及び決算)

この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年

度終了後、速や力、に、理事長が作成し監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

2決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

第47条(臨機の措置)

予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし又は権利の放棄をし

ようとするときは、理事会の議決を経なければならなk \

第7章定款の変更、解散及び合併

第48条(定款の変更)

この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経

力、つ、法第25条第3項に規定する事項については、所轄庁の認註を得なければならない。

2この法人の定款を変更(前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除く。)したとき

は、所轄庁に届け出なければならなレ\>

第49条(解散)

この法人は、次に掲げる事由により解散する。

(1)総会の決議

(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3)正会員の欠亡

(4)合併

(5)破産手続き開始の決定

(6)所轄庁による設立の認証の取り消し

2前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の議決を経なけれぱ

ならない。

3第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

第50条(残余財産の帰属)

この法人が、解散(合併又は破産手続き開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法

第11条第3項に掲げる者のうち、総会において議決した者に譲渡するものとする。

第51条(合併)

この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁

の認証を得なければならなン\

第8章公告の方法

第52条(公告の方法)
この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし法第28条の2



附則

この定款は、平成30年5月 15日から施行する



I収入の部

1会費・助成金収入

年会費

寄付

助成金

2022年度事業会計収支報告書I

2022年4月1日力、ら2023年3月31日

決

66,0001

8,286J

算

Npo法人ワーカーズ風ぐるま

(単位：円)

特記事項

74.286

3,000 x 22名

会費入会金計

2事業収入

s

74,286

19,414,247

ACT自立支援

非常時支援

行政委託ひとり親支援

行政委託産前産後支援

障がい者日中預かり

訪問介護事業

親子広場ぶらんこ

事業収入計

受取手数料

雑収入

当期収入合計(A)

前期繰越収支差額

収入合計(B)

1,581,459)

112,308=

604,8901

428,055:

953,8001

6,445,7671

4,386,7061

1,775.4611

3,125,8011

I
s

35 s

487,845¦

AGT共済受取手数料

訪問介護事業

総合事業

処遇改善加算、特定処遇改善加算、ペーシアップ加算、補g

19,414,247

銀行利息

コロナ関係補助金、東京都物価高騰対応支援金

487,880

19,976,413

5,499,618

25,476,031



2022年度事業会計収支報告書n

2022年4月1日から2023年3月31日

Npo法人ワーカーズ風ぐるま

(単位：円)

n の

1事業資

AGT自立支援

行政委託ひとり親支援

行政委託産前産後支援

障がい者日中預かり

親子広場ぶらんこ

訪問介護事業

処遇改善加算・特定処遇改善加

事業費針

2管理費

役員報酬

事務手当

支払報酬

交通費

家貢

水道・光熱費

通信費

事務・消耗品費

包括保険料

サポート事業費

諸会費

支払手数料

租税公課

法定福利費

福利厚生費

広告宣伝費

新聞図書費

雑費

消耗品

リース料

慶甲費

保険料

研修費

管理資針

3法人税等

4正味財産滅少の部

前期損益修正損

当期支出合計(G)

当期収支差額(A)̶(G)

差引繰越金(B) ̶ (G)

決

:

587,358¦

290.624i
181,871:

635,6521

3,125,8011

6,977,5711

1,432,2201

I

:

480,0001

1,490,980;

90.090:

586J

1,188,0001

133,535;

218,3301

241,695J
ol

32,0591

10,0001

39,8101

12,610¦

515,2111

196.286i

16,200!

18,0801

16,01 OJ

221,0661

129.360J

5,0001

o¦

3,0001

I
I

75,900i

I
I

I

算 特記事項

673.5h

241.5h

182.5h

510.0h

生活クラプより受託費

訪問介護1885.5h,総合事業1288.5h

介護職員処遇改善加算’特定処遇改善加算一時金

I 13,231,097
I

事務費、会議出席費

丹野税理士税務報酬

通動費他

@99,000X12.ケ月

電気料金、水道料金、ガス料金

電話・インタ-ネット・切手代

プリンタインク、用紙他

包括保険料(今年度分は前期3月に支払)

AGTとの提携費用

チアーズ賛助会員、地域協議会年会費他

振込手数料、ほむさぼ基本料金他

収入印紙代

健康保険料、厚生年金、労働保険料

インフルェンザ予防接種補助金、会議茶菓子代、自転車
�ヘルメットfヤ

風ぐるま便り制作費

介護雜誌年間購読料他

家賃保証料、送料他

ノーレかコン、オフィスソフト他、衛生用品他

福祉ソフト

甲電代

事務所火災保険ひ年分)

75.900

0

18,364,905

1,611,508

7,111,126
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2023年度事業会計予算書n

2023年度予算

n支出の部

1事彙費

2022年度実糖

特記事項

AGT自立支援

行政委託ひとり親支操

行政委託産前産後支

陳がい者日中預かり

訪問介護事業

訪問介護彙動

@1,225x7wh

@ 1,300 X250h

@1,300x170h

@ 1.200x500h

@1375x2000h

32時問常動(サ資‘管理者手当含む)242000 x
12 16 * 212000x

※処通改普如其等を含む

587.358

TO0.624'

181.871

635.652

1.432.220

673.5h

241.5h

162.5h

510.0h

訪間介護1885.5h、嫁合事業1288.5h

処遇改善加算・特定処遇改善如算一時金

事g費計

2管理費

役晨報酬

事務手当・雑絵

支払報蘭

交通費

家貢

水道.光熱費

通信資

事務消耗品費

包括保険料

サボート事業費

諸会費

支払い手数料

租税公課

法定福利費

福利厚生費

交際養

新聞図書g

雑g

消耗品

リース料

慶モ蜜

保険料

研修費

広告宜伝費

管環蜜計

3予備費

予備資

当期支出合計(c)

当期収支差額(A)̶ (G)

差引緣越金(B) ̶ (G)

! 12,500,600

480.000!

1,824,960!

!
[

1.000i

1,188,000!

130,0001
220.000!

220.000i

71.COO!

30.000i

10,000'

100,000;

1,000¦

510.000i

30000;

1,000!

Oi

20000.;

100,QOO!

129.360i

5,000¦

'@40̶X12ケ月

事務手当@1.072 x 1680h.会議@1000 X2X12

研修・通勘交通費他

家賃99.000X12

ガス@2.wo、電第@3.700.水進@1.600x12

・corn.風ぐるま便り̃年賀はがき、切手

プリンタインク代40W0、介護記錄表、印刷代、モ

前年度事g高に係る保険料

前年度事業高に係るAGTとの提携資用

チアーズ、地域ぬ議会会費

税務代理報酬、振込手数料

収入印班代

健康保険料.厚生年金、労働保険料

インフルェンザ予防接種補助金.会議茶菜子代

謝礼等

家賃保証料他

Mレットー'レ�

福祉ソフト@10780X12

1仏105.296

480.000 役員報繭

1,490.980 事務費、会議出席費

90.090 丹野税理士橡務報繭

586' 研修'通勘費他

@99.�X12か月

電気料金、水道料金

電話'インタ-ネット'切手代

プリンタインク他

ACTとの提携費用

チアーズ賛助会員、地域協議会年会費他

振込手数料.ほむさぼ基本利用料

収入印紙代.報酬源泉所得税

健康保険料.厚生年金、労働保険料

インフルエンサ予防接種補助金.会議茶子
̃ ～レメ,.

挺査謝礼1名分、他謝礼金

介護雑ま年間購読料、ACT冊子

家貧保適料.送料他

FMプリンター、衛生用品他

福祉ソフト

メンパー親族香典代

事務所火災保険料

風ぐるま便リ敦作費

133,535:

Z18.330:

2'41,695:

0:

32.059

10.000

39.810;

12.610.

515.211.

196,286

0,

18力80

16.010:

221.066;

129,360]

5,000

0:
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